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令和４年度 指定障害福祉サービス事業者集団指導の実施について 

 

 

 日頃より、東京都の障害者福祉施策に御協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

 このたび、指定障害福祉サービス事業におけるサービス内容の質の確保及び自立支援給付費等に

係る費用等の支給適正化を図ることを目的に、指定障害福祉サービス事業者に対して集団指導を実

施いたします。 

 下記の手順に沿って受講していただき、受講後は東京都電子申請システムにて必ず受講報告を行

ってください。 

 

記 

 

１ 対象事業所 

以下の（１）から（４）までの対象事業所へ電子メールにて通知いたします。なお、（２）の対象

事業所（うち、「自立生活援助」は東京都福祉保健局指導監査部より通知します。）につきましては、

東京都福祉保健局障害者施策推進部より別途通知いたします。 

 

（１）障害福祉サービス事業（施設入所支援、生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓

練）、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、療養介護）（令和４年１０月１日までに指

定された全事業所） 

（２）障害福祉サービス事業（共同生活援助・短期入所・自立生活援助）（令和４年１０月１日までに

指定された全事業所） 

（３）障害福祉サービス事業（児童発達支援、放課後等デイサービス、医療型児童発達支援、居宅訪

問型児童発達支援、保育所等訪問支援）（令和４年１０月１日までに指定された全事業所） 

（４）障害福祉サービス事業（居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護）（令和３年１１月１日

から令和４年１０月１日までに指定された事業所及び令和３年度集団指導欠席事業所） 

 

２ 受講方法 

（１）受講期間 

   令和５年１月１１日（水曜日）から令和５年２月１４日（火曜日）まで 

 

 



 

（２）講義内容等 

①主に事業所の運営及び支援等の分野ごとの構成となっていますが、受講する障害福祉サービス

の種別により講義内容が異なります。詳しくは動画公開ページをご覧ください。 

②集団指導は、インターネットで配信する動画の視聴とホームページに掲載した資料等により実

施します。詳細は、「２（３）受講方法」をご覧ください。 

 

（３）受講方法 

  ①検索エンジン（Google 等）により、「東京都 集団指導」と検索すると簡単に表示できます。 

   ②検索結果の「集団指導資料 東京都福祉保健局」をクリックしてください。     

  ③対象となるサービス区分は、上記１（１）から（４）の中から該当する区分を選択してくださ

い。例えば、（１）及び（３）の両方に該当がある場合は（１）と（３）の両方とも受講してくだ

さい。 

④「受講方法」に従って動画の視聴及び資料等での受講を行ってください。 

 

【ＵＲＬ】 

  https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kiban/shidoukensa/syudanshiryo/index.html 

・資料及び教材の掲載がある項目については、事前に印刷等を行い、お手元にご用意ください。 

・動画を視聴できるインターネット環境（機器）をご準備ください。なお、動画には音声が含まれて 

おりますので、あらかじめ音量等の調節を行ってください。 

 

３ 受講報告 

  集団指導を受講されましたら、下記のとおり、受講報告を行ってください。 

受講報告が無い場合は、集団指導未受講となり、来年度の実地検査の対象となることがあります

ので、必ずご提出ください。 

 

（１）提出期限 

令和５年２月１４日（火曜日） 

 

（２）提出方法 

   上記２の受講方法（３）①から④までに従い、集団指導のホームページにアクセスしてくださ

い。当該ホームページの「受講報告」欄に提出方法を掲載しておりますので、案内に従ってご提

出ください。（「東京共同電子申請・届出サービス」による提出となります。） 

 

４ 問合せ先 

（１）集団指導全般に関すること 

東京都福祉保健局 指導監査部 指導第一課 障害福祉サービス検査担当 

   電話：03-5320-4289（直通） 

   受付時間 月曜日から金曜日まで（年末年始、祝日を除く）  

午前９時から正午まで、午後１時から午後５時４５分まで 

 

 

 



 

（２）「東京共同電子申請・届出サービス」に関すること※ 

   電話：0120-03-0664 

   受付時間 月曜日から金曜日まで（年末年始、祝日を除く） 

午前８時３０分から午後６時まで 

   ※本サービスの利用に係る電子提出操作の問い合わせに限ります。 

受講報告の内容や集団指導全般については、上記４（１）の問合わせ先へお願いします。 

 

５ 参考 

「東京都障害者サービス情報」＞「お知らせ」にて、本通知文を掲載しております。 

URL https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/ 


